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令和６年度都道府県単位保険料率の算定について

○ 震災に伴う波及増の告示額が未確定（令和６年１月下旬頃確定する予定）であること等から、現時点において暫定版である。

・ 所要保険料率は、医療給付費についての調整後の保険料率に、傷病手当金等の現金給付費（0.51%）、前期高齢者納付金等（3.43%）、保健事業費等（0.68%）、その他収入（▲0.02%）
に係る合計の保険料率（4.60%）を加算したものである。

・ 保険料率(c)は、所要保険料率には含まれていない、令和４年度の都道府県支部ごとの収支における収支差の精算分を含めて算定したものである。
・ 保険料率(d)は、保険料率(c)に、インセンティブ制度による支部毎の加減算額にかかる料率を含めて算定したものである。
・ インセンティブ制度の加算額は、令和４年度の支部総報酬額の実績に0.01％を乗じて計算するため、これを令和６年度総報酬額の見込みで除した料率換算値は（端数も込めてちょうど）

0.01％になるとは限らない。減算額も支部総報酬額の実績に基づき算定するため、料率換算値は12月4日に行われた運営委員会のインセンティブ制度に係る資料（資料４）の
「令和４年度実績（4月～3月確定値）のデータを用いた試算」における減算する率と一致するとは限らない。

（参考）鹿児島支部 健康保険料率の推移
（単位：％）

～H21.8 H21.9～ H22.3～ H23.3～ H24.3～ H25.3～ H26.3～ H27.4～ H28.3～ H29.3～ H30.3～ H31.3～ R2.3～ R3.3～ R4.3～ R5.4～

鹿児島 8.20 8.22 9.36 9.51 10.03 10.03 10.03 10.02 10.06 10.13 10.11 10.16 10.25 10.36 10.65 10.26 

全国平均 8.20 8.20 9.34 9.50 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

全国平均との差 0.00 0.02 0.02 0.01 0.03 0.03 0.03 0.02 0.06 0.13 0.11 0.16 0.25 0.36 0.65 0.26 

（単位：％）

医療給付費に
ついての調整前の
所要保険料率

調整(b) 医療給付費に
ついての調整後の

保険料率
所要保険料率

保険料率
(精算反映後、

ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ反映前）

保険料率
(精算・ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ

反映後）年齢調整 所得調整 ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ分

(a) (a+b) (a+b+4.60) (c) (d)

全 国 5.40 － － 5.40 10.00 10.00 － 10.00 0.000 

鹿 児 島 6.70 ▲ 0.09 ▲ 0.90 5.71 10.31 10.18 ▲ 0.13 10.13 ▲ 0.052 

（参考）

R5年度 鹿児島 6.59 ▲ 0.06 ▲ 0.88 5.66 10.30 10.32 0.02 10.26 ▲ 0.056 

R4年度 鹿児島 6.62 ▲ 0.03 ▲ 0.85 5.73 10.45 10.65 0.20 10.65 0.007 

令和４年度
の精算分

（参考）令和6年1月19日開催 鹿児島支部評議会資料1-1 P16

0,02%増

0,13%減

鹿児島支部収支差の地域差分
令和3年度 ▲287百万円 → 令和5年度の保険料率算定時に精算、0.02%引上げ
令和4年度 1,717百万円 → 令和6年度の保険料率算定時に精算、0.13%引下げ
令和5年度 ▲68百万円 → 令和7年度の保険料率算定時に精算、0.01%引上げ（見込み）



「呼吸器系の疾患」が2020年度に大幅にマイナスに寄与したことの反動で、加入者１人当たり医療費の対前年同期比の増加に
寄与している他、「特殊目的用コード（※）」がプラスに大きく寄与している。
（※）主に新型コロナウイルス感染症に関する傷病を示す疾病分類である。

協会けんぽの医療費の動向（疾病分類別・2021年度）
（2021年3月から2022年2月診療分まで）

2020年度と比較し、増加率は全国でも低いほう。
→令和５年度の保険料率引下げに寄与した。

※インセンティブも獲得した
10.65%（R4年度）→10.26%（R5年度）

低い 増加率 高い

３



「呼吸器系の疾患」及び「特殊目的用コード（※）」がプラスに大きく寄与している。
（※）主に新型コロナウイルス感染症に関する傷病を示す疾病分類である。

19

加入者１人当たり医療費の対前年同期比（２０２２年度）

※ 健康保険法第3条第2項の日雇特例被保険者及びその被扶養者を除く協会けんぽの2021年5月から2023年4月に受け付けたレセプトについて集計したものです。
これは、社会保険診療報酬支払基金の一次審査分のみを計上しており、再審査分は含まれていません。
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呼吸器系の疾患 循環器系の疾患 筋骨格系及び結合組織の疾患

損傷、中毒及びその他の外因の影響 感染症及び寄生虫症 消化器系の疾患

眼及び付属器の疾患 新生物 特殊目的用コード

その他の疾病 疾病分類計

協会けんぽの医療費の動向（疾病分類別・2022年度）
（2022年3月から2023年2月診療分まで）

2021年度と比較し伸び率は全国平均以上であった
ため所要保険料は0.01%増加したものの、精算分
及びインセンティブによる減算が大きかった。

10.26%（R5年度）→ 10.13%（R6年度）

低い 増加率 高い

４
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呼吸器系の疾患 循環器系の疾患 筋骨格系及び結合組織の疾患

損傷、中毒及びその他の外因の影響 感染症及び寄生虫症 消化器系の疾患

眼及び付属器の疾患 新生物 特殊目的用コード

その他の疾病 疾病分類計

疾病分類別にみると、「呼吸器系の疾患」がプラスに大きく寄与しており、「特殊目的用コード（※）」がマイナスに大きく寄与して
いる。 （※）主に新型コロナウイルス感染症に関する傷病を示す疾病分類である。

加入者１人当たり医療費の対前年同期比（２０２３年度）

※ 健康保険法第3条第2項の日雇特例被保険者及びその被扶養者を除く協会けんぽの2022年5月から2024年4月に受け付けたレセプトについて集計したものです。
これは、社会保険診療報酬支払基金の一次審査分のみを計上しており、再審査分は含まれていません。

協会けんぽの医療費の動向（疾病分類別・2023年度）
（2023年3月から2024年2月診療分まで）

2022年度と比較し、伸び率は全国平均以下。
10.13%（R6年度）→ ?%（R7年度）

低い 増加率 高い


